
   四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例等の一部を改正する条例 

 

 （四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部改正） 

第１条 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認定

こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第２７条の２第

１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法第２８条第

２項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。 

 （四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

  第１８条第２項を次のように改める。 

 ２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断

又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規

定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」

という。）が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる

健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全

部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、そ

れぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における乳児又は幼児

（以下「乳幼児」という。）の利用開

始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の健康

診断 

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の健康診

断又は臨時の健康診断 

  第２４条第２項中「修了した保育士」の次に「（法第１８条の２７第１項に規定する

認定地方公共団体（以下「認定地方公共団体」という。）の区域内又は児童福祉法等の

一部を改正する法律（令和７年法律第２９号。以下この項において「改正法」とい 

 う。）附則第１２条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成２５年法律第 

 １０７号。以下この項において「施行日前国家戦略特別区域法」という。）第１２条の

５第３項に規定する事業実施区域であった区域（以下「事業実施区域」という。）内に

ある家庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係



る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士（以下「地域限定保育士」という。）又

は当該事業実施区域に係る改正法附則第１５条第１項の規定によりなおその効力を有す

るものとされる施行日前国家戦略特別区域法第１２条の５第２項に規定する国家戦略特

別区域限定保育士（以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。））」を加える。 

  第３０条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域

内にある小規模保育事業所Ａ型にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係

る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項にお

いて同じ。）」を加える。 

  第３２条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域

内にある小規模保育事業所Ｂ型にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係

る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項にお

いて同じ。）」を加える。 

  第４５条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域

内にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区

域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次

項において同じ。）」を加える。 

  第４８条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域

内にある小規模型事業所内保育事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区

域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次

項において同じ。）」を加える。 

 （四街道市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第３条 四街道市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条第３項第１号中「保育士」の次に「（法第１８条の２７第１項に規定する認

定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９

号。以下この号において「改正法」という。）附則第１２条の規定による改正前の国家

戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号。以下この号において「施行日前国家戦略

特別区域法」という。）第１２条の５第３項に規定する事業実施区域であった区域内に

ある放課後児童健全育成事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係

る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士又は当該事業実施区域であった区域に係

る改正法附則第１５条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前

国家戦略特別区域法第１２条の５第２項に規定する国家戦略特別区域限定保育士）」を

加える。 

  第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。  

 （四街道市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 



第４条 四街道市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７

年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第１４条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。  

  第２３条中「保育士」の次に「（法第１８条の２７第１項に規定する認定地方公共団

体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号。以下この

項において「改正法」という。）附則第１２条の規定による改正前の国家戦略特別区域

法（平成２５年法律第１０７号。以下この項において「施行日前国家戦略特別区域法」

という。）第１２条の５第３項に規定する事業実施区域であった区域内にある一般型乳

児等通園支援事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８

条の２９に規定する地域限定保育士又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附

則第１５条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特

別区域法第１２条の５第２項に規定する国家戦略特別区域限定保育士。以下この条にお

いて同じ。）」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


